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２．１ 計画対象期間及び計画対象区間 

 2.1.1 計画対象期間 

計画対象期間は、計画策定から概ね 30年の期間とする。 

  ただし、本計画はブロックの社会状況、自然状況、河道状況などの変化や

新たな知見・技術などの変化により、適宜見直しを行う。 

 

 2.1.2  計画対象区間 

 河川整備計画の対象とする区間は、中川
なかがわ

・綾瀬川
あやせがわ

ブロックにおける全ての

一級河川の埼玉県管理区間とする。 

 

表 2-1（1）  中川
なかがわ

・綾瀬川
あやせがわ

ブロックの計画対象区間 

河川名 
区 間 河川延長 

（m） 上流端 下流端 

中川
なかがわ

 
左岸 羽生市大字羽生東谷 3701 番の 1 地先 大臣管理区間 

起点 
47,100 

右岸 同市同大字字向谷 412 番地先 

綾瀬川
あやせがわ

 
左岸 桶川市大字小針領家字堤内 1459 番地先 大臣管理区間 

起点 
30,766 

右岸 同市同大字同字 1494 番地先 

毛長川
けなががわ

 
左岸 川口市大字安行慈林字法印前 33 番地先 綾瀬川への 

合流点 
9,730 

右岸 同市同大字同字 5 番の 4 地先 

辰井川
たついがわ

 川口市大字安東本郷字合ノ谷 942 番の 1 地先の市道橋 
毛長川への 

合流点 
5,400 

毛長川放水路
けながかわほうすいろ

 毛長川からの分派点 
新芝川への 

合流点 
960 

伝右川
でんうがわ

 
左岸 川口市東川口 5 丁目 32 の 7 地先 綾瀬川への 

合流点 
13,120 

右岸 さいたま市緑区東大門 3 丁目 101 番地先 

一
いち

の橋放水路
はしほうすいろ

 伝右川からの分派点 
綾瀬川への 

合流点 
700 

古綾瀬川
ふるあやせがわ

 
左岸 越谷市大字麦塚字道沼 1629 番地先 綾瀬川への 

合流点 
5,400 

右岸 同市大字蒲生字八幡 169 番地先 

深作川
ふかさくがわ

 
左岸 さいたま市大字丸ヶ崎字押廻シ 2814 番の 1 地先 綾瀬川への 

合流点 
3,850 

右岸 同市同大字 2760 番の 1 地先 

大場川
おおばがわ

 
左岸 吉川市大字平沼字多いと切 194 番地先 中川への 

合流点 
16,800 

右岸 同市同大字同字 210 番地先 

第二大場川
だいにおおばがわ

 
左岸 吉川市大字道庭字堤外 488 番の 1 地先 大臣管理区間 

起点 
5,728 

右岸 同市同大字同字 404 番の 1 地先 

垳川
がけがわ

 綾瀬川からの分派点 
中川への 

合流点 
2,100 

 

河川整備計画の目標に関する事項

 

２．１ 計画対象期間及び計画対象区間 

 2.1.1 計画対象期間 

計画対象期間は、計画策定から概ね 30年の期間とする。 

  ただし、本計画はブロックの社会状況、自然状況、河道状況などの変化や

新たな知見・技術などの変化により、適宜見直しを行う。 

 

 2.1.2  計画対象区間 

 河川整備計画の対象とする区間は、中川
なかがわ

・綾瀬川
あやせがわ

ブロックにおける全ての

一級河川の埼玉県管理区間とする。 

 

表 2-1（1）  中川
なかがわ

・綾瀬川
あやせがわ

ブロックの計画対象区間 

河川名 
区 間 河川延長 

（m） 上流端 下流端 

中川
なかがわ

 
左岸 羽生市東七丁目 3701 番の 2 地先 大臣管理区間 

起点 
47,100 

右岸 同市大字上羽生字向谷 412 番地先 

綾瀬川
あやせがわ

 
左岸 桶川市大字小針領家字堤内 1457 番の 3 地先 大臣管理区間 

起点 
30,766 

右岸 同市大字小針領家字堤内 1311 番の 1 地先 

毛長川
けなががわ

 
左岸 川口市大字安行慈林字法印前 33 番地先 綾瀬川への 

合流点 
9,730 

右岸 同市大字安行慈林字法印前 5 番の 4 地先 

辰井川
たついがわ

 
左岸 川口市大字東本郷字宮脇 935 番の 4 地先 毛長川への 

合流点 
5,400 

右岸 同市大字東本郷字宮脇 935 番の 2 地先 

毛長川放水路
けながかわほうすいろ

 毛長川からの分派点 
新芝川への 

合流点 
960 

伝右川
でんうがわ

 
左岸 川口市東川口 5 丁目 32 番の 7 地先 綾瀬川への 

合流点 
13,120 

右岸 さいたま市緑区東大門 3 丁目 101 番地先 

一
いち

の橋放水路
はしほうすいろ

 伝右川からの分派点 
綾瀬川への 

合流点 
700 

古綾瀬川
ふるあやせがわ

 
左岸 越谷市南町 3 丁目 13 番の 3 地先 綾瀬川への 

合流点 
5,400 

右岸 草加市八幡町字笹塚 1063 番の 5 地先 

深作川
ふかさくがわ

 
左岸 さいたま市見沼区春野 3 丁目 2590 番の 17 地先 綾瀬川への 

合流点 
3,850 

右岸 同市見沼区春野 2 丁目 2814 番の 2 地先 

大場川
おおばがわ

 
左岸 吉川市大字川野字上通 127 番地先 中川への 

合流点 
16,800 

右岸 同市大字川野字前新田 711 番地先 

第二大場川
だいにおおばがわ

 
左岸 吉川市美南 3 丁目 17 番地先 大臣管理区間 

起点 
5,728 

右岸 同市美南 3 丁目 15 番の 5 地先 

垳川
がけがわ

 綾瀬川からの分派点 
中川への 

合流点 
2,100 

元荒川
もとあらかわ

 
左岸 熊谷市佐谷田字八町 3951 番の 1 地先 中川への 

合流点 
60,650 

右岸 同市久下字熊久 2084 番の 2 地先 
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表 2-1（2）  中川
なかがわ

・綾瀬川
あやせがわ

ブロックの計画対象区間 

河川名 
区 間 河川延長 

（m） 上流端 下流端 

星川
ほしかわ

 
左岸 熊谷市上之字清水尻 1064 番の 1 地先 元荒川への 

合流点 
33,080 

右岸 同市上之字簗場 999 番の 8 地先 

野通川
やどおりがわ

 
左岸 行田市大字小針字星川 51 番地先 元荒川への 

合流点 
13,770 

右岸 同市大字小針字埜通 449 番地の 1 地先 

赤堀川
あかほりがわ

 
左岸 鴻巣市常光字高野 1625 番の 1 地先 元荒川への 

合流点 
3,970 

右岸 北本市朝日 1 丁目 254 番地先 

忍川
おしかわ

 
左岸 熊谷市銀座 4 丁目 2235 番の 6 地先 元荒川への 

合流点 
11,520 

右岸 同市平戸字八町 2232 番の 2 地先 

新方川
にいがたがわ

 
左岸 春日部市増田新田字南 313 番の 1 地先 中川への 

合流点 
10,860 

右岸 さいたま市岩槻区大字大戸字沼端 506 番地先 

会之堀川
あいのほりがわ

 
左岸 春日部市南 5 丁目 3765 番の 2 地先 新方川への 

合流点 
4,500 

右岸 同市大沼 4 丁目 135 番地先 

大落古利根川
おおおとしふるとねがわ

 
左岸 北葛飾郡杉戸町大字下野字川原 993 番の 1 地先 中川への 

合流点 
26,800 

右岸 久喜市吉羽字下川原 1177 番の 9 地先 

古隅田川
ふるすみだがわ

 
左岸 さいたま市岩槻区東岩槻 6 丁目 22 番の 2 地先 大落古利根川

への合流点 
4,800 

右岸 同市岩槻区東岩槻 6 丁目 6 番地先 

隼人堀川
はやとほりがわ

 
左岸 白岡市柴山字荒田 1340 番の 1 地先 大落古利根川

への合流点 
14,187 

右岸 同市柴山字荒田 1338 番の 1 地先 

庄兵衛堀川
しょうべいほりがわ

 
左岸 久喜市菖蒲町三箇字沼新田 2833 番の 1 地先 隼人堀川への 

合流点 
5,883 

右岸 同市菖蒲町三箇字早川 2783 番地先 

姫宮落川
ひめみやおとしがわ

 
左岸 久喜市下早見字内谷 1869 番の 2 地先 大落古利根川

への合流点 
10,690 

右岸 同市原字大谷 745 番の 4 地先 

備前堀川
びぜんほりがわ

 
左岸 加須市鴻茎字三ツ俣 2811 番の 1 地先 大落古利根川

への合流点 
11,400 

右岸 同市芋茎字北谷 2204 番の 1 地先 

備前前堀川
びぜんまえほりがわ

 
左岸 久喜市所久喜字小ヶ原井 809 番の 3 地先 大落古利根川

への合流点 
7,820 

右岸 同市所久喜字小ヶ原井 809 番の 4 地先 

青毛堀川
あおげほりがわ

 
左岸 加須市下高柳字地原 1856 番の 1 地先 大落古利根川

への合流点 
11,238 

右岸 同市下高柳字上小宮 1627 番の 1 地先 

倉松川
くらまつがわ

 
左岸 幸手市中 5 丁目 4313 番の 2 地先 中川への 

合流点 
13,800 

右岸 同市中 5 丁目 4526 番の 6 地先 

大島新田川
おおしましんでんがわ

 倉松川からの分派点 
倉松川への 

合流点 
1,950 

幸手放水路
さってほうすいろ

 中川からの分派点 
江戸川への 

合流点 
1,100 

午
うま

の堀川
ほりがわ

 
左岸 羽生市大字町屋字八幡 429 番地先 中川への 

合流点 
7,400 

右岸 同市大字町屋字本村 334 番の 1 地先 

手子堀川
て ご ほ り が わ

 
左岸 羽生市大字下手子林字下新井 3441 番地先 中川への 

合流点 
6,400 

右岸 同市大字下手子林字下新井 3435 番地先 

新槐堀川
しんさいかちほりがわ

 
左岸 羽生市大字喜右衛門新田字宮前 1781 番地先 中川への 

合流点 
6,300 

右岸 同市大字喜右衛門新田字北町 1873 番地先 

権現堂川
ごんげんどうがわ

 利根川からの分派点 
中川への 

合流点 
4,580 

原市
はらいち

沼川
ぬまがわ

 
左岸 北足立郡伊奈町大字小室字道下 536 番の 2 地先 綾瀬川への 

合流点 
4,934 

右岸 上尾市大字平塚字下 301 番の 4 地先 

 ※ 現時点の地番で表記。 
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